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住宅省エネリノベーション促進事業費補助金の2次公募開始
住宅省エネリノベーション促進事業費補助金は、住宅の省エネ化を図るリノベーションを促進するために、
省エネ性能の高い建材(ガラス、窓、断熱材など)を用いた断熱改修に支援を行う補助制度です。

集合 戸建
高性能建材 補助対象費用の1/3以内 150万円/1戸※ ○ ○
蓄電システム 定額 5万/kWh 補助対象費用の1/3又は50万円のいずれか低い金額 ○
高効率給湯器 補助対象費用の1/3以内 15万円 ○
※集合住宅の全戸改修においても適用となります。(例:集合住宅50戸を改修 150万×50戸が上限)

対象商品 補助率 補助金の上限
補助対象費用

二次公募 三次公募 四次公募
戸建住宅・集合住宅

(一戸改修)
平成28年6月10日(金)～8月31日(水)

集合住宅
(全戸改修)

平成28年6月10日(金)～6月30日(木) 平成28年7月4日(月)～7月15日(金) 平成28年7月19日(火)～7月29日(金)

【補助対象の要件】

詳細は一般社団法人環境共創イニシアチブHPを確認ください。 (https://sii.or.jp/)

■住宅全体の一次エネルギー消費量の１５％以上の削減が見込まれる改修を行うこと
■環境供創イニシアチブが定める性能要件を満たす製品を使用して改修を行うこと
■公募期間中に補助金の交付申請を行い、通知された公布決定日以降に工事契約・着工を行うこと。

【交付申請書受付期間】

（ガラス・窓・断熱材）
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【既存住宅流通シェアの国際比較】

新築住宅取引数(千戸) 既存住宅取引数(千戸) 既存住宅の割合

千戸

インスペクション(建物診断・検査)の説明義務などを規定した宅地建物取引業法の
一部を改正する法律案が5月27日参議院本会議にて可決、成立しました。

法案の概要

背景

○ 日本の既存住宅流通シェアは、欧米
諸国に比較して極めて低い。（14.7％）
○既存住宅の流通促進は、経済効果、
豊かな住生活の実現等大きな意義があ
る。
○日本再興戦略においても、宅建業法
改正による流通環境の整備を位置付け。

◎既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。

◎一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主
に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難。

不動産取引のプロである宅地建物取引事業者が、専門家による建物状況調査
（インスペクション）の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市
場環境を整備

取引フロー 新たな措置内容 期待される効果

売却/購入申し込み

①媒介契約締結

依頼者の意向に応じ
インスペクションの実施

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

申

込

み

契

約

手

続

①媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者の斡旋の

可否を示し、媒介業者の意向に応じて斡旋

②重要事項説明時
宅建業者がインスペクション結果を買主に

対し説明

③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に

確認し、その内容を宅建業者から売主・

買主に書面で交付

・インスペクションを知らなかった
消費者のサービス利用が促進

・建物の質を踏まえた購入判断や
交渉が可能に

・インスペクション結果を活用した

既存住宅売買瑕疵保険の加入を促

・建物の瑕疵をめぐった物件引渡し
後のトラブルを防止

成果指標
・既存住宅流通の市場規模 ４兆円（Ｈ25）⇒８兆円（Ｈ37）
・インスペクションを受けた既存住宅売買瑕疵保険の加入割合 ５％（Ｈ26）⇒２０％（Ｈ37）

出典：国土交通省ＨＰ http://www.mlit.go.jp/


